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  障発 0118 第３ 号 

     令和６年１月 18 日 

 

  都 道 府 県 知 事  

各          殿 

  指 定 都 市 市 長  

                 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

                                           （ 公 印 省 略 ） 

                        

 

「「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等

の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び

経過措置に関する省令」の公布等について（通知）」等の一部改正

について 

 

 

 令和５年 11 月 27 日に発出した以下の通知に関し、文言の適正化を図るため、別

添１から４までのとおり、通知した内容の一部を改正致しますので、御了知願いま

す。 

 

（１）別添１関係 

   令和５年 11 月 27 日障発 1127 第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

長通知「「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一

部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関す

る省令」の公布等について（通知）」の一部改正 

 

（２）別添２関係 

   令和５年 11 月 27 日障発 1127 第４号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

長通知「「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条第三項に基づき

医療保護入院に際して市町村長が行う入院同意について」の一部改正について」

の一部改正 

 

（３）別添３関係 

   令和５年 11 月 27 日障発 1127 第５号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

長通知「「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十二条に規定する精神医

療審査会について」の一部改正について」の別添新旧対照表の一部改正 

 

（４）別添４関係 

   令和５年 11 月 27 日障発 1127 第７号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

長通知「措置入院者及び医療保護入院者の退院促進に関する措置について」の別

添様式１の一部改正 

以上 


